
バーチャル組合総会運営のポイント
～省令改正、実務指針の概要とともに～

令和 ３年１１月 ８日
全国中小企業団体中央会「新しい総会制度導入ガイド」の解説

～バーチャルオンリー型総会が選択可能になりました～

北海道中小企業団体中央会 「新しい総会制度導入セミナー」



内 容
１．省令改正による組合運営への影響とは

－改正点は２点。実際に影響が大きいのは「実務指針」への対応！－

２．バーチャル組合総会運営のポイント
－総会開催手続における具体的な変更点・留意事項－

３．前提となる環境整備等への対応について
－ルール面（協議、定款、規約）、システム面（サービス利用、通信、機材）－



(総会の招集)
第四十六条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業
年度一回招集しなければならない。

(総会招集の手続)
第四十九条 総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的
である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならな
い。

２・３ （略）

（１）従来の組合における総会開催形態の整理

※「場所」に関する規定なし （総会の議事録）
第百三十九条 （略）
２ （略）
３ 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければ
ならない。
一 総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない役員
等又は組合員若しくは中央会の会員が総会に出席をした場合
における当該出席の方法を含む。）

二～六 （略）

中小企業等協同組合法 中小企業等協同組合法施行規則

１．省令改正による組合運営への影響とは

旧

「場所」を定める総会
（＝リアル組合総会）

当該「場所」に存しない出席
（＝ハイブリッド型）

• 通常総会や臨時総会の招集手続において、会社法では「場所」を通知することになっていま
すが、組合は、法律上、総会招集条項には「場所」に関する規定は存在していませんでした。

• しかし、施行規則（省令）において、総会を開催した際に作成する議事録の必要的記載
事項として、総会の「場所」に関する規定が存在していたため、バーチャルオンリー型総会を
開催することができないと整理されていました。

※中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法に基づく組合についても同様。
※ハイブリッド型バーチャル総会（「場所」を定めたうえで、リアル出席とバーチャル出席を併用する総会開催形態）は従来から開催可能と考えられていた。

「場所」を定めない総会



（２）省令改正の内容
• 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、デジタル技術の活用を通じた新たな

総会・理事会の開催方法の導入や、組合内の対話の活性化、組合のコスト低減の実現
のため、バーチャルオンリー型組合総会導入を可能とするニーズが高まっていました。

• そうした状況を踏まえ、バーチャルオンリー型組合総会・理事会の開催方法を確立する
ため、中協法施行規則、中団法施行規則、商店街振興組合法施行規則、技術研究
組合法施行規則が改正されました。

中小企業等協同組合法施行規則改正
（総会の議事録）
第百三十九条 （略）
２ （略）
３ 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所（当該場所を定める場合に限り、当該場所に存しない役員等又は組合員

若しくは中央会の会員が当該総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）又は方法（当該総会
の場所を定めなかった場合に限る。）

二～六 （略）

（令和３年５月 日公布・施行）

バーチャルオンリー型組合総会

リアル組合総会 ハイブリッド型バーチャル組合総会

（理事会の議事録）第六十六条：ガイドp.40-41改正



質問・緊急議案議決権の行使本人確認の方法

通信障害招集通知役員の選挙

目的
法的・実務的な観点から最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する
具体的対応策を示すことにより、バーチャル組合総会・理事会の開催を促進すること

対象

① 情報伝達の「双方向性」と「即時性」を確保しなければならない
② 特にバーチャルオンリー型組合総会においては、インターネット等の手段を用いて
出席することが困難な組合員に対する配慮が求められる（例．書面による議決権行使の整備等）

中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法、
技術研究組合法及び輸出入取引法 ※輸出入取引法は5月21日改正により追加

２ ３
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基本的な考え方は総会と同様だが、従来より広く実施されてきた実質的なバーチャル
オンリー型理事会の実務を維持すれば足りる。（※）

① 組合員毎に個別のID・PWを付与する
② 共有のID・PWを付与する場合は目視

等による本人確認を行う
といったように、リアル組合総会と同等
の本人確認が必要

バーチャルオンリー型組合総会においては、
インターネット等の手段を用いて出席する
ことが困難な組合員に配慮し、書面による
議決権行使を定款で認めなければならない。

• 質問回数や文字数など合理的な制限は
許容される。

• 緊急議案の提案を制限しうるものの、
バーチャルオンリー型組合総会におい
ては、工夫が求められる（例．挙手等
による決議等）。

① 選挙人の氏名を記載しないこと
② 選挙人以外の第三者が選挙人の投票

内容を確認できないこと
という要件（無記名投票）を満たせば、
バーチャル組合総会においても役員選挙
が可能。

ID・PW、URL、議決権行使の方法、通信
障害発生の可能性、バーチャル出席組合員
に対する合理的な制限内容等を招集通知に
記載しなければならない。

① 合理的な予防策を取り、通信障害のリスク
を事前に告知することが重要。

② 特に、バーチャルオンリー型組合総会にお
いては、決議不存在となるリスクに備え、
バックアップ手段を準備することが重要。

１

４

（３）「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」（経産省）への対応

（※）ただし、従来より実施していたものはハイブリッド型バーチャル理事会として整理され、バーチャルオンリー型理事会を開催するため
には定款変更を要する。



令和３年５月14日に、改正「中協法施行規則」、改正「中団法施行規則」等が公布・施行されるとともに、
経済産業省において、「バーチャル組合総会／理事会開催に関する実務指針」が策定されました。

これを受けて、各組合では、制度改正の内容を理解し、それぞれの意向によって適切な対応が必要となるため、
全国中央会において、「新しい総会制度導入ガイド」（バーチャル組合総会ガイド）を作成しました。

※ この機会に、組合の機関運営について確認・点検し、バーチャル組合総会・理事会方式（バーチャルオンリー型、

ハイブリッド型）の導入についての検討、導入する場合にはその方式に合った環境整備をすることが重要です。

• 経済産業省が策定した「バーチャル組合総会／理事会開催に関する実務指針」
で示された指針・方向性を踏まえた総会実務の手順に照らした改正の概要

• バーチャル組合総会制度を導入するかを検討するための確認フロー

• バーチャル組合総会制度を導入する場合に最低限留意すべき事項 整備

確認

理解

（参考）「新しい総会制度導入ガイド」の発行について



「新しい総会制度導入ガイド」の構成

Ⅰ 改正された制度の枠組み

Ⅱ 総会開催手続と具体的な改正点の概要

Ⅲ バーチャル組合総会開催に向けた環境整備等への対応
－ルール面、システム面

Ⅳ バーチャル組合総会実施要領
－準備確認、議事運営等

Ⅴ その他関連事項
－理事会、電磁的方法の活用

参考資料 バーチャル組合総会／理事会開催に関する実務指針



リアル型 ハイブリッド型 バーチャルオンリー型

概 要 物理的な「場所」において会議
体としての総会を開催する方式

物理的な「場所」において会議体とし
ての総会を開催しつつ、議場外からの
電子的なアクセス（バーチャル出席）に
よる意思表示の表明を認める方式

物理的な「場所」を伴う会議体を設ける
ことなく、電子的なアクセス（バーチャル出
席）でのみ意思表示の表明を行う方式

法 律 ○ ○ ○
（一部除く ※１）

省 令 ○ ○ ×
→ ○（改正により実施可※２）

イメージ

リアル出席のみ
（バーチャル出席なし）

リアル出席 ＆ バーチャル出席 バーチャル出席のみ

総会開催形態別に
比較してみると

ガイド ２

バーチャル組合総会

※留意事項 辞任した監事等に意見陳述の機会を与えるため、リアル会場を示す必要あり！

１『創立総会』と『監事等が任期中に辞任した組合が辞任後最初に開催する総会』は、法律上、
「場所」を定める総会を開催する必要があるため、バーチャルオンリー型での実施不可。

２ 定款に「場所」の規定をしている組合がバーチャルオンリー型総会を開催するためには、
定款変更が必要となる。また、電子媒体を活用した役員選出方法の検討などの規約等の
ルールの整備も必要。



（参考）法人種別による開催形態の比較
リアル型 ハイブリッド型 バーチャルオンリー型

事業協同組合（連合会）、
企業組合、協業組合、
商工組合（連合会）、

商店街振興組合（連合会）

○ ○ ○
（定款の定め次第、

一部不可）

生活衛生同業組合 ○ ○ 省令上、不可

株式会社 ○ ○
法律上、不可※

（特例法により、一部の
上場企業のみ許容）

一般社団法人 ○ ○ 法律上、不可※

※会社法、一般社団法人法において、総会招集通知の記載事項として「○○総会の～場所」と規定していることから、
「場所」を定めない総会（バーチャルオンリー型総会）を開催することができない。

（株式会社のうち、R3.6/9成立「改正産業競争力強化法」に定める一定条件を満たした上場企業を除く） ガイド ２



（参考）総会参画形態における「出席型」と「参加型」の違い

法律上、非出席者
＝ 定足数にカウントＮＧ
＝ 権利行使ＮＧ

＜バーチャル出席方法「出席型」の要件＞
物理的に総会又は理事会の開催場所に臨席した者以外の者に当該総会又は理事会の状況を伝えるために用いられる、
情報伝達の「双方向性」と「即時性」が可能となるインターネット等の手段（TV会議システム、Web会議システム、
電話会議システム等のIT等を活用した情報伝達手段）での参画が必要となります。

「株主総会版実施ガイド」の図表を引用

一方、非出席者扱いの「参加型」の概念として、主に２通りのパターンが存在すると想定されます。
①バーチャル出席方法の要件を満たさない場合を指す場合
②非組合員の出席方法（オブザーバー、来賓等）

法律上の出席の扱い 議決権・選挙権の行使
総会議事録記載事項
としての出席方法の記載

出席型 法律上、「本人出席」である 【出席者】 行使できる 記載する必要がある

参加型 法律上、「本人出席」ではない 【非出席者】 行使できない 記載する必要はない
（出席者としては記載できない）

ガイド ２

情報伝達の
「双方向性」
「即時性」
の有無

株主総会は大株主の動向で総会決議が左右されるが、
組合は１人１票であり、まずは定足数を確保できる
「出席型」による開催形態で実施することが最優先！

法律上、出席者
＝ 定足数にカウントＯＫ
＝ 権利行使ＯＫ

有 無



★受付（本人確認）、稼働状況の確認 ★議長の選任
★議事の運営（議決権の行使）、通信障害発生時の対応
★役員の選出（選挙権の行使等）

２．バーチャル組合総会運営のポイント
－総会開催手続における具体的な変更点・留意事項－

① 総会開催や提出議案等を決議するための理事会の開催

② 総会の招集通知の発出

④ 総会の開催

（中10日）

アクセス情報の
通知タイミング
に要注意！！

ガイド ４－５

★通信テスト等、諸規定に基づく準備

★アクセス方法に関する情報や留意事項等の通知

★総会における開催形態（バーチャル出席の採用）に関する審議・決定
① リアル型（バーチャル出席なし）
② ハイブリッド型（リアル出席＋バーチャル出席）
③ バーチャルオンリー型（全員バーチャル出席）

★招集通知方法や通知（案内書面）の内容の決定、スケジュールの確認
（総会日程の調整）

③ 権利行使通知書の返信・到達（総会開催準備）

★：バーチャル出席対応

招集手続の省略は事実上困難（アクセス情報の通知、
書面権利行使・委任状の手続を行う必要性あり）

⑤ 総会終了後 ★役付理事を選定するためのバーチャル理事会の開催



① 総会開催や提出議案等を決議するための理事会の開催

理事会では、総会開催概要（日時、場所・方法等）の決定、招集手続、運営ルールの検討と、
バーチャル出席を採用する総会を開催するために必要な機関決定を行ってください。
組合における環境整備の状況（諸規定のルール環境、組合又は組合員のバーチャル出席環境）
を考慮し、３つの形態から１つを選択してください。

①リアル型（バーチャル出席なし）
②ハイブリッド型（リアル出席＋バーチャル出席）
③バーチャルオンリー型（全員バーチャル出席）
（バーチャル組合総会で招集通知事項（同封又は別途の案内書面）として検討を要する事項）

項 目 実務指針
該当ページ

➊総会開催日時・場所又は方法、議案、バーチャル出席方法案内 ８・28ページ
➋通信障害発生の可能性 ８・23ページ
➌事前登録の方法（事前登録制を採用する場合） ９ページ

➍事前の権利行使者が総会当日にバーチャル出席した際の取扱い 13ページ
➎通信障害発生等による権利行使をしなかった際の取扱い 13ページ
➏途中退場や途中入場があった際の取扱い 14ページ
➐権利制限（代理権、緊急議案など：制限に係る定款変更をした場合）への取扱い 12・15ページ
➑行為制限（質問受付、動議など）への取扱い ９・15ページ
➒上記事項その他総会運営に関する変更事項をWebサイト上で掲載する場合 23ページ

ガイド ５、 ～

定款変更した組合のみ

Web掲載する組合のみ

アクセス情報の通知先②の場合

通知先①の場合

すべての組合が必要

すべての組合が必要

すべての組合が必要

すべての組合が必要

すべての組合が必要



Ｑ）役員はバーチャル出席できる人が多いので、役員だけにバーチャル出席の案内をしてもよいか。

Ａ）総会への出席方法は、定款の定めにしたがい、総会開催を機関決定する理事会で決めたとおりに、全組合員に対して、権利行使
の方法や手続について適切に通知する必要があります。
そのため、役員就任の組合員だけにバーチャル出席ができるアクセス情報を通知し、他の組合員にはリアル出席の開催情報だけを

与えるなどの差を設けることはできません。平等に権利行使の選択肢を与えたうえで、各々組合員が自ら選択した結果、役員だけ
がバーチャル出席になることは妨げられません。

（参考）出席方法の違いによる権利行使手続の比較
議決権 選挙権 備 考

当日

組合員
本人

リアル出席 ◎ ◎

バーチャル出席 ◎ ◎
・リアル出席と区別なく、権利行使できるようにしなければならない
・有効なシステム・サービスの利用、規約の整備等が必要
・総会当日における電子投票用紙の交付による選挙権行使と、電磁的方法

による選挙権行使（法律上不可）は別概念 ※混同しないように留意！

代理人
（委任）

リアル出席 ○ ○ ・定款の定めるところにより可

バーチャル出席 ○ ○
・定款の定めるところにより可
・有効なシステム・サービスの利用、規約の整備等が必要
・ハイブリッド型バーチャル総会では、リアル出席者への代理のみにする

場合は定款にその旨規定すること

事前

書 面 ○ ○
・定款の定めるところにより可
・議決権の行使は押印等の本人証明が必要
・選挙権の行使は無記名投票の原則を担保できるように留意

電磁的方法 ○ ×
・定款の定めるところにより可（議決権のみ）
・定款に必要な記載がない場合、規約の定めを要する
・電子署名又は個別ID･PWの付与が必要



第○回通常総会開催について

１．開催日時 令和○年○月○○日 ○○時より
２．開催場所等 ① 会場：○○会議室

② Web会議システム
３．議 案

第○号議案 ○○について
第○号議案 ○○について

４．バーチャル出席に関する留意事項

（別紙）
Web会議方式を活用したバーチャル出席に

関するご案内

１．バーチャル出席とは
２．バーチャル出席に必要となる環境
３．バーチャル出席の方法（総会特設ページへのアクセス情報）
４．留意事項
５．その他

権利行使通知書

A社 ○○○○ 印

私は令和○年○月○○日開催の第○回通常総会に
おいて、以下のとおり、組合員の権利を行使します。

出席通知書

委任状

事前権利行使書

理事会で機関決定した総会の開催概要（日時、場所・方法等）と招集方法に基づき、組合員に対し、
招集通知の発出を行ってください。

＋添付書類（議案、理事会の承認を受けた「決算関係書類」「事業報告書」「監査報告」）

② 総会の招集通知の発出

ガイドp.８ ガイドp.９-10

スライド18 スライド19-21

ガイドp.10-13

スライド22-23

ガイド ４

スライド12：総会運営に関する検討事項の結果周知を！



総会に出席するためのアクセス情報は、招集通知に記載すべき事項とされています。
バーチャル出席を採用する総会開催形態（ハイブリッド型、バーチャルオンリー型）の場合、
総会に出席するために必要なアクセス情報として、総会特設ページへのアクセス先URLや、
ID・パスワード・QRコード（以下「ID・PW等」という）の通知が必要です。

➡ 総会の開催概要と別々にアクセス情報を通知する場合も、アクセス情報を組合員に提供するまでが
招集手続の一環となります。そのため、アクセス情報も、定款で定められた方法で、かつ、定款で
定められた期間内に、組合員に提供してください。

アクセス情報の取扱いの選択によって、招集手続の所要期間や作業内容が変化！
・アクセス情報の通知先（①組合員全員 ②バーチャル出席回答者（事前登録者）のみ）の選択により、

招集手続に必要な期間に影響あり ＝ 理事会の前倒し 総会日程の後ろ倒しが必要

・アクセス情報のうち、ID・PW等の割当方法（「個別」 「共通」）の選択により、
招集作業の煩雑さや総会開催時の本人確認方法に影響あり
【例】個別 ・ 等：招集作業は繁雑だが、本人確認しやすい ／ 共通 ・ 等：招集作業は楽だが、本人確認が苦労する

point

ガイド ６

スライド31

スライド16、27

Ｑ）総会議事録への記載と同様、招集通知において、開催方法として「Web会議システムによる」旨を示して招集手続を完了させ、
その後別途、事務連絡として、アクセス情報（アクセス先URLやID・PW等）の通知を送付する扱いとすることはできないか。

Ａ）アクセス情報は、組合員が総会に出席するために必要な情報であるため、招集通知事項として不可欠です。

point

＊ZoomによるWeb会議を実施する場合 ⇒ 共通ＩＤ・ＰＷ等に該当



通常総会当日 Ｘ日

Ｘ日－1日（前日） 権利行使通知到達期限

中10日

Ｘ日－11日 総会招集通知(2)
（アクセス情報通知）

総会招集通知
（アクセス情報を含めた

招集通知事項）

Y日 バーチャル出席回答期限理事会

Y－5日 総会招集通知(1)
（アクセス情報を除く）

Z日 理事会

中5日程度を目安

※定款の定めがあれば 短縮可

※事前登録に必要な日数

アクセス情報は招集手続において
通知すべき事項（招集手続の一環）

※事前登録制（２段階手続）の採用

招集手続完了招集手続完了

権利行使通知到達期限

組合員全員

組合員全員 バーチャル出席回答者（事前登録者）のみ

ガイド ７

バーチャル出席予定者のみ

バーチャル出席回答者以外

組合員全員

ハイブリッド型バーチャル総会におけるアクセス情報の通知先による招集手続の違い

アクセス情報
の通知先

①組合員全員 ②バーチャル出席回答者（事前登録者）のみ

（ガイドでは①を推奨）

※リアル型orバーチャルオンリー型は①に該当

バーチャル出席予定者
の事前登録



手続上のメリット・デメリットを理解して選択することが重要です
アクセス情報を、誰に、どのように、交付するかによるメリット・デメリット

バーチャル出席のためのアクセス情報を

①組合員全員に通知する ②バーチャル出席回答者（事前登録者）のみに通知する

メリット
●一度の招集通知で済む

（リアル総会時と同様のフローでOK）
●予定しないアクセスが生じない

●リマインドメールを送信する時間的余裕あり

デメリット
●予定しないアクセスが生じるリスクあり
➡書面出席者が総会当日にアクセスする可能性がある。

事前手続者が当日アクセスした際の権利行使の扱いを
招集通知に明示したうえで、当日の動向に注視する
必要がある。

※権利行使の優位度は、当日の手続が優位とされている。
本人出席 ＞ 委任状出席 ＞ 書面出席
（当日） （当日） （事前）

※リアル総会の場合、当日に本人が受付をした時点で、
他の権利行使は無効とされるが、バーチャル出席の場合
は途中退場リスクが高いため、議案ごとの判断としても
よく、組合でいつの時点で事前手続を無効にするかを
事前に決めておく必要あり。

●リマインドメールを送信するのが総会前日に集中
するおそれあり（権利行使通知書の回答期限を総会の
前日に設定した場合：来場出席かバーチャル出席かの
確認が前日に集中する可能性大）

●招集通知を少なくとも２段階で送る必要がある。
➡スケジュールに注視。招集期間内に事前登録期間を

設けて、かつ、定款で定める方法でアクセス情報を
到達させるまでが招集手続とされる。

※招集期限内（総会開催日の10日前までに到達）

※定款や規約に電磁的方法による招集手続に関する所要の
整備がない場合、アクセス情報の通知は、書面に示して
郵送する必要があり、メールのみで送信することは不可。
↓

※アクセス情報を書面で郵送した時点で、定款上の招集手続
が完了する
↓

招集手続完了後に事務連絡としてリマインドメールを
送信することはOK

ガイド ７

本ガイドでは、
招集手続「①」
を標準モデルと

して考える

point

ただし

紙面に記載した
情報を入力して
のアクセスは
しにくい

＋
また、リマインド
メールの送信先は、
全組合員ではなく、
バーチャル出席
回答者のみに
限定できる

↓
一定程度の抑止
は可能



（通常総会の招集通知記載例） ●ハイブリッド型 ●招集手続：組合員全員にアクセス情報[共通ID･PW等]を通知

令和○年○月○○日
第○回通常総会開催について

○○協同組合

このたび下記により第○回通常総会を開催いたしますので、ぜひご出席くださいますようご通知申し上げます。
本総会への出席方法におきましては、当日、会場にご来場いただく方法のほか、会場にご来場いただけない場合、後記のWeb会議システム

を活用した「バーチャル出席」の方法により総会に出席いただくことが可能です。

なお、当日いずれの方法でも出席できない場合、定款第○条の規定により、下記事項につき代理人または書面をもって議決権・選挙権を行
使することが可能です。同封の権利行使通知書（出席通知書、委任状用紙、事前権利行使書）に必要事項をご記入、ご捺印の上、○月△△日
までに到着するよう郵送又は直接、組合宛にご提出ください。【※1】

記

１．開催日時 令和○年○月○○日 ○○時より
２．開催場所等 ① 会場：○○会議室

【※2】 ② Web会議システム
３．議 案

第○号議案 ○○について

４．バーチャル出席に関する留意事項
◎バーチャル出席における出席方法について

「（別紙）Web会議システムを活用したバーチャル出席に関するご案内」をご覧のうえ、同案内書に従って出席（アクセス）してください。
【※3】

◎代理人による権利行使について
・リアル会場では総会当日に代理人が委任状を持参されても結構ですが、バーチャル出席者への委任状につきましては、当日の円滑な

議事運営に支障があるため、○月△△日までの到着にご協力願います。当日持参の取扱いはできかねますのでご容赦ください。
・代理人に権利行使を委任する場合、招集通知書（本紙）や別紙案内書の写しを代理人に共有していただくようお願いいたします。

◎その他行為制限等
バーチャル出席時の行為制限等につきましては、別紙案内書でご確認ください。

ガイド ８

【※ 】：
招集手続「Ｂ」と「Ｄ」の場合には、事前登録後、総会開催日の 日
（定款にて短縮可）前までにアクセス情報の通知書を送付する必要が
あるため、以下のように追記すること。
「ただし、バーチャル出席を予定される方においては、アクセスする
ための特設する 並びに ・パスワードを別途通知する都合上、出席
通知書に必要事項を記載してバーチャル出席回答期限（○月▲▲日到
達）までにご返送願います。」

【※3】：別紙でなく、招集通知の中に案内を記載しても可。

スライド12➊

スライド12➊

スライド12➊

【※2】：
バーチャルオンリー型総会の場合には、以下のとおり記載すること。
２．開催方法 Web会議システム

※WEB対応部分：青文字



（別紙）
Web会議方式を活用したバーチャル出席に関するご案内

組合員各位【※1】
○○協同組合

１．バーチャル出席とは
音声と画像を即時に見聞可能で、情報伝達の「双方向性」と「即時性」を確保したインターネット等を利用した会議方式を活用して出席

することをいいます。
バーチャル出席をする組合員は、以下にご案内する方法で、開催場所に来場出席する場合と同様に、議案等への権利を行使する機会が

あります。しかしながら、システム等の制約上、開催場所に来場出席する場合と全く同一に取り扱うことが困難な場面もありますので、
あらかじめご承知おきください。

また、通信環境の影響により、開催場所との通信画像や音声の乱れ、一時中断などの通信障害が発生するおそれがあります。総会の途中
で通信障害が生じた場合、その時点の議案における扱いは以下留意事項をご覧ください。通信障害の影響が懸念される組合員においては開
催場所への出席、書面等又は代理人による権利行使をご検討くださいますようお願いいたします。

２．バーチャル出席に必要となる環境
バーチャル出席をする場合、以下の環境を整備していただくことが必要です。
・設備面：画像と音声を出力できるパソコンや付属品を出席者ご自身でご用意ください。
・通信面：画像や音声を通信できるよう、Wi-Fi等による通信環境を整えてください。

３．バーチャル出席の方法（総会特設ページへのアクセス情報）
以下、総会特設ページ（URL）にアクセスし、ID・パスワードを用いてログインしてください。
権利行使通知書（出席通知書）到着後、バーチャル出席回答者には確認のためメールでも送信いたします。
（出席通知書記入のメールアドレスは総会当日も使用できるものでお願いいたします）【※2】
・総会特設ページ http://
・ID： ・パスワード：

（別紙「案内書」の書式例）
ガイド ９

出席方法による違いや通信障害発生可能性について記載すること

スライド12➌➐➒の扱いなし

スライド12➋スライド12➑

スライド12➊

メールで送付する前に、書面で
送付すること（電磁的方法整備
の組合を除く）

の例

●招集手続：組合員全員にアクセス情報[共通ID･PW等]を通知



４．留意事項
総会当日は、円滑な総会運営のため、議長並びに組合役員・事務局の指示に基づき、以下の点にご注意のうえでご対応くださいますよう

お願いいたします。
（１）本人確認（受付）、画面・音声確認へのご協力のお願い

バーチャル出席される方については、開催場所に来場する場合の受付対応と同様、画面と音声の接続状況の確認とともに、本人確認
をログイン時又は総会開始前に画面を通して個別に行いますのでご協力ください。総会開催時刻の○分前に開設しますので余裕をもっ
てログインをお願いいたします。１人１人行いますのでご容赦ください。【※3】

（２）総会の円滑な議事運営へのご協力のお願い
○表示名は別紙「組合員名簿」登録の組合員名を入力してください。

・組合員本人が代理人となる委任を受けた場合、組合員名の右に（代理数α）
を表示してください（α：委任状を受けた数）。

・代理人が組合員以外の場合、委任元の組合員名を表記した右に（代理人名）
を表示してください。

○総会の開催中は、原則、音声はミュート（音声伝送の遮断）状態にしてください。
○総会において議決権行使を行う方は、休憩時間を除き、常に着席並びに画面表示をしたままにしてください。離席等をされた場合、

有効な議決権数の確認を議案ごとに行うことになりますので、あらかじめご承知ください。
○質問を希望される場合には、チャット機能で質問がある旨をお知らせください。議長が指名した後にミュートを解除してご発言

ください。議事進行に支障がみられる場合等、採用できないおそれがありますので、あらかじめご承知ください。
○当日の状況を記録するため、組合事務局で録画・録音いたします。

（３）議決権行使が確認できなかった場合の取扱い
出席組合員の意図によらず、通信障害や途中退場が発生する可能性があります。議決権行使の確認ができなかった場合、その議案は

画一的に「棄権」と取り扱います。なお、棄権とは、出席した状態で無効票を投じた状態を指します。

（４）事前の権利行使の取扱い（二重出席・重複行使の禁止）
権利行使通知書（事前権利行使書）において書面による議決権行使を行った組合員が総会当日にバーチャル出席した場合、リアル

出席の場合と同様、本人確認時点をもって、事前の手続を「無効」にして、バーチャル出席による権利行使を「有効」としますので、
あらかじめご承知ください。
ただし、選挙権行使については、無記名投票の原則や１人１票の原則を優先とするため、書面による事前手続を「有効」とします。

例：X社

例：Y社（代理数3）

例：Z社（代理人：中央一郎）

理事会等で決定したルール、行為制限や通信障害発生時の扱い等の留意事項について記載すること

あくまで参考例です

スライド12➏

スライド12➑

スライド12➎

スライド12➍

社 社委任状

社 委任状 中央一郎

例）

棄権扱い 欠席扱いスライド36

スライド17 本人確認時点 初議決権行使時点



５．その他
ご不明な点がありましたら、組合事務局に速やかにお問合せください。
また、総会当日に通信障害の発生を含む途中退場せざるを得ない場合、出席状況に支障が生じた場合には、当日の緊急連絡先まで

お知らせください。
組合事務局お問合せ先 ：
総会当日の緊急連絡先 ：

【※1】：招集手続「Ａ」と「Ｂ」の場合には、個別ID・PW等を付与するため、組合員名を記載すること。

組合員各位 → （例）株式会社○○ 代表取締役 ○○○○様

【※2】：招集手続「Ｂ」と「Ｄ」の場合（事前登録制：２段階手続）には、別途、アクセス情報の通知書を送付することになるため、
以下のように記載すること。

３．バーチャル出席の方法（総会特設ページへのアクセス情報）
本組合では、バーチャル出席回答者のみに後日送付いたします。
バーチャル出席をされたい組合員は、 その他権利行使の回答期限○月△△日ではなく、○月▽▽日までに権利行使通知書
の返信をお願いいたします（出席通知書記入のメールアドレスは総会当日も使用できるものでお願いいたします）。

【※3】：招集手続「Ａ」と「Ｂ」の場合には、本人確認の方法についての記載を以下のように変更すること。

（１）本人確認（受付）、画面・音声確認へのご協力のお願い
バーチャル出席される方については、ログインをもって自動で本人確認を行います。
なお、ログイン時又は総会開始前に画面と音声の接続状況の確認を行いますので、ご協力ください。

スライド12➋➏の備えとして

スライド16
「Ｙ－５日」

スライド16
「Ｘ－１日」



出席通知書
私は、下記方法により、第○回通常総会に出席して議決権及び選挙権を行使します。

１．総会開催場所に来場して出席する

２．バーチャル出席する（メールアドレス： ）

＊出席する方法を○で選択してください。 ＊権利行使する範囲を限定する場合、行使しない部分を二重線で取り消してください。
＊２．を選択した場合、バーチャル出席に伴う権利行使に関する通知を受信できるメールアドレスを記入してください。

委任状

私は、 を代理人と定め、第○回通常総会（延期又は続行を含む。）において、議決権及び選挙権を行使する権限を委任します。

＊委任する範囲を限定する場合、委任しない部分を二重線で取り消してください。
＊代理人がバーチャル出席する場合、代理人が代理権行使のために使用するメールアドレスを以下に記入してください。（メールアドレス： ）

事前権利行使書（議決権行使書・選挙権行使書）

私は、第○回通常総会において、下記事項につき、書面をもって議決権及び選挙権を行使します。
記

１．議決権の行使 ＊賛成・反対の該当する一方に○をつけてください。

第１号議案 令和△年度事業報告承認の件 原案に賛成・反対
第２号議案 令和△年度決算関係書類承認の件 原案に賛成・反対
第３号議案 令和○年度事業計画決定の件 原案に賛成・反対
第４号議案 令和○年度収支予算並びに経費賦課及び徴収方法決定の件 原案に賛成・反対
第５号議案 令和○年度借入金の最高限度額設定承認の件 原案に賛成・反対
第６号議案 定款変更の件 原案に賛成・反対
第８号議案 字句修正の件 原案に賛成・反対

２．選挙権の行使 【※ 】
第７号議案 役員選出の件 指名推選が不成立の場合のため、別紙にて投票します

令和○年 月 日
○○協同組合
理事長 ○○○○ 殿

第○回通常総会権利行使通知書【※1】
（御社名・ご芳名）

印
私は令和○年○月○○日開催の第○回通常総会において以下のとおり組合員の権利を行使します。

（権利行使通知書（出席通知書、委任状、事前権利行使書）の例）●ハイブリッド型 ●役員の選出「指名推選を予定して不成立の場合に投票制で行う場合」

（～書面により議決権とともに選挙権を行使する方法～）
○内封筒と外封筒の２種類の封筒を利用し、外封筒には組合員の氏名等を記入する

欄を設け、内封筒は無記名を徹底させることを前提に、「議決権行使書」と役員
選出のための「投票用紙」を別々にした段階で、誰が書面投票済みであるのかが
分かるようにします（議決権行使書は、議決権行使状況の集計作業のため別々に
まとめる必要があります）。

○無記名の内封筒に投票用紙を入れて封をし、これを更に投票者の名前が記載され
た外封筒に入れて管理します（外封筒のみ開封し、内封筒を混ぜ合わせることに
より投票者が特定できなくなります）。このことにより、無記名投票を担保する
ことが可能となると考えます。

point
組合員名

内 外



（権利行使にあたっての留意事項）
・「権利行使通知書」の右上に記入日、御社名（組合員名）、代表者役職・氏名を記入し、押印してください。

ご返送にあたっては必要事項の記入漏れがないことを確認してください。
・当日の出席方法や権利行使の方法について、該当する方法の□に、印（☑、○等）を記入してください。

複数に印を記入した場合、二重出席に該当すると無効になりますのでご留意ください。
・権利行使通知書は、○月△△日（総会前日）までに到着するようにご返送ください。【※3】
・可能な限り、組合員の意思表示を反映したいと考えておりますので、総会当日に来場出席又はバーチャル出席ができない場合、代理人又は書面による

権利行使をお願いします。
・「委任状」は受任者の不在や受任数の上限超過などにより無効となる可能性があります。
・本総会では定款の定めに基づき、本人出席者及び委任状出席者による指名推選を予定しております。指名推選の手続が不成立の場合、投票制による

役員選挙を行います（バーチャル出席者は投票専用システム・サービスを利用）。そのため、書面による選挙権行使は指名推選が不成立だった際
のものとし、指名推選が成立した場合には無効となることをご容赦ください。【※2】

（お問合せ・返送先）
○○協同組合

【※1】：権利行使通知書として１つにまとめない場合には、「出席通知書」「委任状（代理権を証する書面）」「議決権行使書」
「選挙権行使書（投票用紙）」を別々にして個別権利の行使通知を行ってもよい。その場合、該当する書面に押印すること。

※押印＝本人確認のため

【※2】：書式例は「指名推選を予定して不成立の場合に投票制で行う場合」を示したもの＝以下の①
役員選出を別の方法で行う場合はそれぞれ記載すること。

①指名推選＋不成立に備えた書面選挙権行使の場合（バーチャル出席者による投票可能なシステム：利用可能ケース）
②指名推選＋不成立時は継続会での選挙権行使の場合（バーチャル出席者による投票可能なシステム：利用不可ケース）←実務指針版
③有効な書面選挙権行使があった場合には無記名投票で行うが、該当しない場合には指名推選で行う場合

（バーチャル出席者による投票可能なシステム：利用可能ケース）
④投票制による選挙権行使の場合（バーチャル出席者による投票可能なシステム：利用可能ケース）
⑤選任制による役員選出を行う場合（無記名投票を前提とする定款規定を有するケース）

【※3】：バーチャル出席者の事前登録制（招集手続B、D）を採用する場合は以下のとおり記載すること。
「バーチャル出席を予定する場合、○月▲▲日までに到着するよう返送してください。その他の権利行使の場合には、

○月△△日（総会前日）までに到着するようにご返送ください。」

ガイド

指名推
選制
投票制

投票制

選任制

実務指針では、組合員全員が
バーチャル出席環境が十分でない
ことが予想されるとして、
「書面」による権利行使が重要
であることに言及されています。



Ｗeb会議システムを使用して総会を開催している組合の皆様へ

その総会開催の手続、間違っていませんか？

（定款変更の必要がないハイブリッド型バーチャル総会を行う組合は特に注意！！）

多くの組合では、総会を招集する時点で、Web会議に出席するために必要となるアクセス情報
（ミーティングURL等）をメールで送信することはできません。
招集手続として、メールでアクセス情報を送信するためには、組合の定款や規約において、
電磁的方法による招集手続に関する規定の整備が必要です。

諸規定の整備ができていない組合は、まず「書面」でアクセス情報（URL等）を組合員に送付し、
招集手続を完了しなければなりません。

※招集手続が完了してはじめて、任意のリマインドメール等によるアクセス情報の送信が可能になります。
※所要の整備がない状態で、総会に出席するためのアクセス情報をメールだけで送信した場合には、
20万円以下の過料や総会決議取消しの訴えの対象になるおそれがありますのでご注意ください。

アクセス情報（ミーティングURL、ＩＤ・ＰＷ等）
----------------------------------------------------------------------------------

トピック: ○○組合通常総会
時間: 2021年8月20日 02:00 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する
https://us02web.zoom.us/j/3046021212?pwd=MUFLOEJZUWFFTX

ミーティングID: 3046021212
パスコード: 9Bhdx7

----------------------------------------------------------------------------------

通常総会を定款の定めに基づいて開催しなかった場合 総会招集の手続又は決議の方法が法令もしくは定款に違反した場合（決議日から３ヵ月以内の請求）



前記のとおり、定款や規約に電磁的方法による招集手続に関する所要の整備がない場合、アクセス情報の
通知は、定款規定に沿って書面によって組合員名簿の住所に送付しなければならず、メールだけの送信で
済ませることは不可。

（参考）電磁的方法の活用について

招集手続としてメール使用不可のため、
アクセス情報を送る場合、書面に記載し
て送付しなければならない。
（総会10日前の到達）

電磁的方法による招集手続を採用していない組合
or

定款や規約での所要の整備がされていない組合

１

２
書面で送付して招集手続が完了した後、
事務連絡として、リマインドメールでも
アクセス情報を送付することができる。
（総会当日までの到達）

１

電磁的方法による招集手続を
採用できる組合

ガイド ７、42-43

アクセス情報をメールに記載して送付するための手順の違い 多くの組合はこちら

招集手続としてメールの使用が
可能であるため、アクセス情報
をメールに記載して送付すること
ができる。（総会10日前の到達）

法律上の招集手続完了 法律上の招集手続完了



（総会招集の手続）

第41条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる

事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発して

するものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業

報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

２ 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載した

その者の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときは

その場所）に宛てて行う。

３ 第１項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべき

であったときに到達したものとみなす。

４ 本組合は、希望する組合員に対しては、第１項の規定による総会招集通知

並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により

行うことができる。

５ 前項の通知については、第２項及び第３項の規定を準用する。この場合

において、第２項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知

の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子

メールアドレスを含む。）」と読み替えるものとする。

６ 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。

７ 第１項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招

集の手続を経ることなく総会を開催することができる。

全国中央会策定の定款参考例（下記左）は、電磁的方法に関する規約を制定することを前提の定款規定です。
そのため、必要な規約（下記右）を定めていない場合、電磁的方法による手続きを行うことができません。

ガイド 42-43

（目 的）
第１条 この規約は、本組合が中小企業等協同組合法（又は中小企業団体の組織に関する法律、
商店街振興組合法）及び定款で定める電磁的記録等に関する手続きを行うために必要な事項を
定めることを目的とする。

（電磁的方法）
第４条 本規約において、電磁的方法とは、本組合のウェブサイトを利用する方法及び電子メール
による方法をいう。

（電磁的方法の同意及び解除）
第５条 本規約に同意し、電磁的方法による通知、権利の行使を希望する組合員及び役員（以下、
同意者という）は、自己の電子メールアドレスを本組合に届け出るものとする。

２ 同意者は、電子メールアドレスを変更した場合には、変更後の電子メールアドレスを速やかに
届け出なければならない。

３ 同意者が電磁的方法による通知、権利の行使の停止を希望するときは、書面又は電子メールに
より同意の解除を希望する旨を通知するものとする。

４ 本組合から発した電子メールが２回連続して着信しない場合には、電磁的方法の同意は撤回
されたものとする。

５ 同意者が本組合を脱退又は役員を辞任した場合には、同意を解除し、本組合に登録された
メールアドレスを削除するものとする。

（電磁的方法による通知）
第６条 次に掲げる通知は本組合に届け出た電子メールアドレスに宛てて発するものとする。

(1) 理事会招集通知
(2) 総会招集通知
(3) その他組合が必要とする事項

２ 前項に掲げる通知は受信者が返信を行うことができる電子メールアドレスを記載することと
する。

３ 同意者から、電子メールによる通知を受けない旨の書面又は電子メールによる申し出があった
場合には、当該同意者に対する通知は書面を発してするものとする。

（免責事項）
第７条 本組合は、本組合の責めによらない事由により、本組合からの通知が同意者へ伝わらなか
ったことによって発生した損害についてはいかなる責務も負わないものとする。

電磁的記録等に関する規約例（関連部分抜粋） ※重要事業協同組合定款参考例（関連部分抜粋）



通常総会当日 Ｘ日

Ｘ日－1日（前日） 権利行使通知到達期限

中10日

Ｘ日－11日 総会招集通知(2)
（アクセス情報通知）

総会招集通知
（アクセス情報を含めた

招集通知事項）

Y日 バーチャル出席回答期限理事会

Y－5日 総会招集通知(1)
（アクセス情報を除く）

Z日 理事会

中5日程度を目安

理事会日程の
前倒しが必要

※定款の定めがあれば 短縮可

※事前登録に必要な日数

アクセス情報は招集手続において
通知すべき事項（招集手続の一環）

※事前登録制（２段階手続）の採用
→従来の総会日程と同様に行うことは困難

基本的に、従来の総会日程と同様でよい

招集手続完了招集手続完了

権利行使通知到達期限

組合員全員

組合員全員 バーチャル出席回答者（事前登録者）のみ

法律や定款で
定められた期限
を遵守できない
場合

↓
総会日程の
後ろ倒しにする
調整が必要

or

バーチャル出席予定者のみ

バーチャル出席回答者以外

組合員全員

リマインドメール送信
To バーチャル出席回答者のみ

リマインドメール送信
To バーチャル出席回答者のみ

権利行使通知が届き、
バーチャル出席回答
を確認後、順次送信

招集手続が完了すれば送信できる

アクセス情報
の通知先

①組合員全員 ②バーチャル出席回答者（事前登録者）のみ

（ガイドでは①を推奨）

招集手続に必要な期間の確保（再確認）point

13日位前
が理想的

３日位前
が理想的



件名 通常総会web出席に係るご案内

Web出席回答組合員各位

先般、招集通知にて通常総会に関するご案内をいたしましたが、本メールはweb出席回答者へのリマインドメールになります。

アクセス情報
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
トピック: ○○組合通常総会
時間: 2021年8月20日 02:00 PM 

Zoomミーティングに参加する
https://us02web.zoom.us/j/3046021212?pwd=MUFLOEJZUWFFTXBTekRucjJObzUvZz09

ミーティングID: 3046021212
パスコード: 9Bhdx7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●総会当日は、招集通知所定の表示名の照合と顔の目視、声がけ等により本人確認を行いますのでご協力ください。
所定の表示名になっていない場合は以下の方法でアクセス手順してください。
①本メールのURL部分をクリックしてアクセス
②アクセス後に所定の表示名に変更する

●事前の通信テストを実施しますので以下参加をお願いします。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

トピック：事前通信テスト

Zoomミーティングに参加する
https://

ミーティングID：
パスコード：

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●総会当日に何かあった場合の連絡先
tel:０９０－XXXX-XXXX（担当：○○）

〇〇組合
担当：事務局長 ○○ Tel：

リマインドメール例

組合の総会や理事会は、法律上の機関であり、
任意のオンライン会議ではありません。
そのため、アクセス情報は定められた方法で
通知する必要があります。ご注意ください。

招集手続としてメールにて送付するためには、
定款や規約に電磁的方法による招集手続に
関する規定や、組合員名簿へのメールアドレス
の登録などが求められます。

そのため、このように、リマインドメール
として送信するには招集手続を完了させてから
行う必要があります。

ガイド ７



組合事務局は、委任状（代理権を証する書面）を確認し、総会当日までには代理権の存在や代理する権限の
範囲を特定できる状態にしておくことが求められます。

＜白紙委任状（代理権を行使する者を記載しない委任状）があった場合＞
代理権を行使する者の白紙の部分に氏名が記入されてはじめて委任状として効力をもちますので、
理事長が出席組合員に割り振り、議案審議までに正式な委任状にして議決権を行使させることが必要。

特に、組合事務局と理事長が別々の場所でバーチャル出席をする場合には、総会当日の手配や相談が困難と
なるため、できる限り、総会前日までに、組合員の権利行使状況や総会での議事運営について、理事長との
打合せを行ってください。事前の打合せが非常に重要です！

③ 権利行使通知書の返信・到達（総会開催準備）

１）権利行使通知書の確認

委任状

私は、 を代理人と定め、第○回通常総会（延期又は続行を含む。）において、議決権及び選挙権を行使する権限を委任します。

＊委任する範囲を限定する場合、委任しない部分を二重線で取り消してください。
＊代理人がバーチャル出席する場合、代理人が代理権行使のために使用するメールアドレスを以下に記入してください。（メールアドレス： ）

組合事務局は、所定期限（例えば、組合総会の前日）までに組合に提出された「権利行使通知書」を確認して、
適切な管理と必要な準備を行ってください。

ガイド

代理権の存在や代理する権限の範囲の特定point



対応項目 チェック 対応確認事項（注意点）

ルールの

整備

前日までの対応（定款・規約等の諸規定、準備対応項目 等）は万全か

当日の対応（本人確認、稼働状況、議決権・定足数確認、審議、説明、質問・回答、採決、役員選出 等）に係る
ルールの最終チェックを行ったか

緊急時のシナリオや対応は準備できているか（テスト、リハーサル等含む）

権利行使

確認

出席通知書、委任状、書面権利行使書（書面議決、書面選挙）の数やバーチャル出席状況の確認を行ったか

名簿や一覧等で、権利行使予定状況がわかるようになっているか

システム

環境

会議システム・サービスの操作確認を行ったか

無記名投票を担保するシステム・サービスの操作確認を行ったか

機材環境 組合員や役員等のバーチャル出席環境の確認を行ったか

必要な機材は用意したか

通信障害に備えて代替手段や緊急時対応用の電話（番号）等を用意したか

通信環境 バーチャル出席者数に応じて安定的に通信を維持できる環境を準備できているか（通信環境が整った会場の利用）

バーチャル出席回答者に対して日時を設定して事前の通信テストを実施したか ※実施時期の考慮が必要

（招集通知到達後～総会前日までの準備確認） ※適宜、カスタムすること

２）総会開催の準備
ガイド

総会開催に向けて、対応項目を確認しながら準備を進めてください。



④ 総会の開催

ID・PW等
の付与

バーチャル出席案内書面
（アクセス情報）の通知先

本人確認方法
①組合員全員 ②バーチャル出席回答者

（事前登録者）のみ

個別 Ａ Ｂ
＜ログインで完結＞
バーチャル出席のための個別ID・PW等を通知した場合（招集手続：Ａ、Ｂ）には、
当該ID・PWを用いてログインをすることによって本人確認をすることができる。

共通 Ｃ Ｄ
＜目視等で要確認＞
共通ID・PW等を通知した場合（招集手続：Ｃ、Ｄ）、使用する会議システムの
「待機室機能」や「画面表示」等を活用することによって、出席者の顔の目視、表示名に
よる照合、もしくは、出席者の名前を読み上げる点呼等による本人確認が求められます。
※本人確認が可能な識別番号等を画面表示名に含めるなどの工夫が求められる。

１）受付・本人確認、出席者数の確認

バーチャル出席者の本人確認プロセスは、総会の招集通知におけるID・PW等の種類によって異なります。

ガイド

Zoomはこちら

（総会当日の準備確認）

対応項目 チェック 対応確認事項（注意点）

受付・
本人
確認

個別ID
等提供 ログイン数をチェックし、名簿と照合できるようになっているか ※ログインをもって本人確認が可能

共通ID
等提供

顔による目視等で本人確認を行う必要があるため、１人ずつ入室させるなど、適切に対応できる用意をしたか
※代理人の場合、判別できるようにするための工夫や注意を要する

音声テスト
ホスト（事務局）とゲスト（出席者）の双方で音声のやりとりができているか
※受付時と同時にするなど効率的に行えるように工夫すること

議決権数の確認 前日までの事前権利行使状況を確認した結果、定足数を満たしているか

ガイド



２）開会時の総会の開催状況の確認・報告等
バーチャル出席を採用する総会の場合には、通常の開催状況報告を行うとともに、リアル総会とは異なる扱いをすること等、
招集通知における案内書面を画面提示したり、読み上げたりすることによって、円滑な議事運営のために出席者に対する
注意喚起を行うほか、以下についても議場に対して報告を行ってください。
①バーチャル出席組合員がいること
②関連システムが支障なく稼働が確認できていること

ガイド

●議事運営要領例（１） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示

進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点

注意事項アナウンス

開会・
接続状況の確認

司会者 今年度の通常総会は、○○会議システムを活用した開催方法となっております。
本仕様で執り行う際の注意事項がいくつかございます。
事前にお送りしております「Web会議システムを使用した総会運営に関する案内書」をご覧ください。
（特に重要部分を読み上げる。以下、例示）
・画面表示は、休憩以外は常に「オン」にしてください。表示名は組合員名に統一してください。
組合員でない代理人の方は、組合員名の左に（代理：代理人名）を表示してください。

・発言時以外はマイクをミュート状態にしてください。総会中、質問などのご発言にあたっては、チャット機能に
コメントをし、事務局に伝えてください。質問を受け付けるタイミングで議長が指名します。指名がありましたら、
マイクのミュートを解除し、ご発言ください。

・審議中に議決権を行使される方の離席や画面オフが確認された場合、採決時に定足数の確認が必要に
なってしまいますので、休憩時間以外は、離席や画面オフをされないようにお願いいたします。

・本総会では記録のために録画しておりますのでご了承ください。
（ひととおり説明したら）

定刻となりましたので、ただいまより○○協同組合の第○回通常総会を開催いたします。
開会にあたり、Web出席者の接続状況の確認をしたいと思います。私の声は聞こえておりますでしょうか。
聞こえていましたら、合図があるまでこのように画面に向かって挙手をお願いいたします。
（全体確認したうえで）
ご協力ありがとうございます。特段の支障なく稼働していることを確認いたしました。

画面：画面共有で
注意事項を表示
してもよい

画面：リアル挙手動作を
示す

画面：リアル挙手を確認



３）議長の選任

議長の選任上の留意点

ハイブリッド型 議長と役員又は事務局との意思疎通を図るため、開催場所に存するリアル出席組合員から
議長を選任することが望ましい。

バーチャルオンリー型

総会の席上で選任された議長が円滑な議事運営が行えるよう注意しなければならない。

状況によって、議長と役員又は事務局との意思疎通のため、例えば、会議システムにおける
「別室機能」を用いて相談するなどの工夫も必要となる。

議長が円滑な議事運営を行うことができる環境整備が必要となります。

ガイド 、

進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点

定足数達成の発表

理事長挨拶

議長の選任

司 会 者

理 事 長

司 会 者

出 席 者
司 会 者
議 長

ここで、本日の出席状況についてご報告申し上げます。組合員総数○人のうち、本日の出席者数は本人出席
○人で、内訳は来場出席○人、Web出席○人です。そのほか、委任状出席○人、書面出席○人で、出席
者合計○人です。
総会議事成立のための定足数は組合員総数の半数である○人ですので、本通常総会は有効に成立いたしま
した。

議案の審議に先立ち、○○理事長の挨拶をお願いいたします。
（あいさつ）

議案審議のため、議長を選任いたしたいと存じますが、ご異議がなければ司会者より指名させていただくことで
よろしいでしょうか。 Web出席者で異議がある場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議がなければ）
ご異議がないようですので、それでは、議長は●●さんにお願いいたします。
（議長就任の挨拶を簡単に行う。）
ただいまより、議案の審議に入ります。

マイク：ミュート切替
（以後、マイクのオン・
オフの切替えに留意）

チャット：確認

表示名：議長入力

●議事運営要領例（２） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示



「マイクオフ（ミュート：音声が遮断した状態）」で「カメラオン（ビデオ開始：顔が見える状態）」が
組合員の総会出席の基本状態です。
右の表示の状態のまま

※特に、開会時と閉会時の接続状況確認、各議案の採決のタイミングでは、
必ず上記の状態にしてください。各議案採決時に即時に出席状況を確認することは難しいため、
各議案において出席状況の確認がとれなかった方については、当該議案では「○○」と扱います。

招集通知に記載した方法で
対応すること（例：棄権or欠席）

総会出席における基本の画面設定について組合員に提示する場合の例（Zoomの場合）

４）議事の運営
議長の進行のもと、出席者、役員、事務局が協力して、組合員の審議参加に支障がないよう、円滑な議事運営に努める

ことが必要です。

ガイド ～、 ～



進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点

議事開始
第１号議案

第２号議案

第３号議案以降

議 長

担当理事
監 事
議 長

議 長
質 問 者
担当理事等

議 長

議 長

議 長

担当理事
議 長

議 長
質 問 者
担当理事

議 長

議 長

ただいまより、議案の審議に入ります。
第１号議案 ○○年度事業報告及び決算関係書類の承認の件を上程いたします。
●●理事より説明をいたします。また、●●監事より監査報告をいたします。
（議案を朗読、説明を行う）
（監査報告を朗読、報告を行う）
ただいまの説明並びに報告につきまして、ご質問ありますか。議長より指名いたします。
Web出席者でご質問がある場合は、チャット機能で「質問あり」の旨入力してください。
（チャットに「質問あり」入力される）
●●さん、マイクのミュートを解除してご発言ください。
（質問する）
（説明する）
（質問がなければ次へ）
ご質問がないようですので、第１号議案を原案どおり承認でよろしいでしょうか。
Web出席者で反対される場合は、チャット機能に「反対」と入力してください。
（反対がないか、賛成が多数とわかれば）
それでは、第１号議案は賛成多数と認め、承認決定いたします。

第２号議案 ○○年度事業計画及び収支予算決定の件を上程いたします。
●●理事より説明をいたします。
（議案を朗読、説明を行う）
ただいまの説明につきまして、ご質問ありますか。議長より指名いたします。
Web出席者でご質問がある場合は、チャット機能で「質問あり」の旨入力してください。
（チャットに「質問あり」入力される）
●●さん、マイクのミュートを解除してご発言ください。
（質問する）
（説明する）
（質問がなければ次へ）
ご質問がないようですので、第２号議案を原案どおり決定してよろしいでしょうか。
Web出席者で反対される場合は、チャット機能に「反対」と入力してください。
（反対がないか、賛成が多数とわかれば）
それでは、第２号議案は賛成多数と認め、可決決定いたします。

第２号議案と同様の手順で審議を進める

マイク：以後、適宜、
ミュート切替

チャット：確認

チャット：確認

チャット：確認

チャット：確認

●議事運営要領例（３） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示



議決権数の確認
総会における議決権数は、議場封鎖ができない状況や総会中の入退場があった場合には、議案ごとに
定足数を確認する必要性が生じます。

特に、バーチャル出席者がいる場合、物理的な議場封鎖はできないため、適時の慎重な対応が求めら
れます。バーチャル出席者による途中退場がみられた場合、当該議案において「欠席扱い」とするか
「棄権扱い」とするかは、事前に決めて、招集通知で伝えてください。

Ｑ）バーチャル出席組合員の意図にかかわらず、通信障害等で欠席の状態が生じる可能性や、バーチャル出席組合員が自らの
意思でログアウトし、又は、ログアウトしないまま事実上の退席（以下、「途中退場」という。）をする可能性もあり、このような
場合、組合が即時にそれを把握することは困難であるため、どうすればよいでしょうか。

Ａ）途中退場については、通信障害や事実上の退席等の個別具体的な事情を問わず、バーチャル出席組合員による議決権
行使の有無によって画一的に処理をする取扱いが考えられます。

例えば、バーチャル出席組合員が議決権を行使しなかった場合は一律に棄権したものとして取り扱うというルールを事前に
決定し、「バーチャル出席組合員におかれまして、総会当日に議決権を行使されなかった場合は、一律に棄権されたもの
として取り扱います。」といった内容を招集通知等において周知しておくことが考えられます。
なお、この場合の「棄権」とは、出席した状態ではあるが、無効票を投じた状態を指します。

※事前の権利行使をしていた組合員が総会当日に出席した場合の取扱いについて
①書面又は電磁的方法による事前に議決権を行使していた組合員の扱い

どの時点で、事前手続を撤回するかの取扱いを事前に検討し、その内容を招集通知に示す必要がある。
②書面において選挙権を行使していた組合員の取扱い

無記名投票による投票用紙の存在が不明であることから必然的に、書面選挙権行使が優先されることになり、
当日の本人出席者としてはカウントできずにオブザーバー扱いになることを事前に通知すること。

point ガイド

スライド12➎、20（３）

スライド12➍、20（４）



①【質問希望】質問がある場合、チャットをクリックして、質問を希望する旨（例：質問あり）を伝える。
（送信先は、事務局や議長、もしくは全員に）

質問（質問希望・発言）方法の例（Zoomの場合）

②【発言】議長に指名された後、ミュート解除をクリックして、音声が出せる状態にして、質問をする。
発言後、再びミュートに設定し、音声をオフの状態にする。

チャット機能 ガイド ～

①②



●採決方法のうち、挙手や起立では、通常、賛成者が行うこととされています。
しかし、必要がある場合には、反対者を確認することも妨げられません。

●バーチャル出席者数が多い場合、１画面に収まらないケースもあって、賛成の意思表示確認が困難であれば、
採決の際、Web会議システムの「チャット機能」を利用し、『反対』や『異議あり』の意思表示を示してもらい、
以下の数を確認することも工夫の１つに挙げられます。

普通議決（決議要件：賛成が過半数） → 反対数が半分以下であれば過半数の賛成により成立
特別議決（決議要件：賛成が３分の２以上） → 反対数が１／３未満であれば２／３以上の賛成により成立
指名推選（決議要件：手続実施と被指名人当選について全員の同意） → 異議が０であれば成立

●中～大規模組合の場合、Web会議システムでの賛否数の確認が困難な場合には「投票専用システム・サービス」
を活用することも打開手段の１つ。

point 採決方法の工夫 ガイド ～



議決権と同様、組合員本人の選挙権行使は、法律で付与された権利であるため、リアル出席、バーチャル出席を問わず、
組合員本人による総会当日の権利行使として同様に取り扱う配慮をしなければなりません。

バーチャル総会の場合、定款所定の役員選出手続が可能なシステム・サービスの存在とその利用が重要になります。
（例）・指名推選制における選考委員会 → 「別室機能」

・投票制又は選任制における無記名投票 → 「無記名投票機能」

５）役員の選出

投票専門システム・サービスの利用をする場合、『選挙規約』の改定が必要です。
・多くの組合では、定款で定めた投票形式［単記式／連記式］に基づき、規約で投票用紙の様式を定めているため
・システム・サービスの仕様（ex.候補者リストに対して、しるしを付す形式）に合致した定めになっていないケースも

※投票用紙に候補者氏名を記入する無記名投票に有効なシステム・サービスは未確認

➡ 利用するシステム・サービスの仕組みと、定める投票方式を合致させなければなりません

【改選期年度の総会時点で、何かしらの有効な無記名投票システム・サービスの利用ができていない組合の対応方法】
指名推選制が成立、又は、選任制で無記名投票以外の採決方法が可能になった場合 ➡ 総会内対応OK
指名推選制が不成立となった場合、又は、選任制で他の採決方法の採用が否決された場合には、
「完全リアル総会（バーチャルNG）」形態による、➊継続会（総会後10日以内の開催）、又は、
➋臨時総会（総会後11日以降の開催、再招集）において、無記名投票による役員選出を実施してください。

ガイドp.18-19、33-36

ガイドp.12
【※2】②のケース

組合の選挙制度、
Web対応OK？

＊ルールに合うシステム・サービスを選択するか！ システム・サービスに合うルールに整備するか！

＊バーチャル出席を理由に選挙権の制限不可！！

ガイドp.26 規約例



Ｑ）バーチャル出席者による無記名投票が実施可能なシステム・サービスを利用にあたって、どのような留意点がありますか。

Ａ）実務指針では、無記名投票の趣旨とシステム・サービスの利用について以下の内容が示されています。

投票専用システム・サービスを利用する場合、総会自体を会議システムで行い、２つのシステムを併用することになります。
一方、一部の会議システムには、無記名投票性を担保する匿名アンケート機能をもつものがあります。
会議システムを利用した簡易な方法による投票を行うことも工夫次第で実現できる余地がありますが、投票専用システム・
サービスの機能で適法性を担保しない代わりに、組合や役員が適法性を担保する必要があります。

なお、無記名投票の原則は担保できても、１人１票の原則や代理権の行使の担保ができないシステム・サービスもみられます。
匿名性を担保している分、誰が投票を済ませたか不明であるため、票数が合わない場合、やり直しが必要となる場合があります。
条件が合わない中での簡易なシステム・サービスの利用は、くれぐれもご留意ください。

無記名投票の趣旨は、選挙人の自由な意思を表明させることによって選挙の公正を確保することにある。かかる趣旨に照らせば、
①選挙人の氏名（選挙人の氏名を特定しうる事項を含む。）を記載しないこと
②選挙人以外の第三者（組合の事務局を含む。）が選挙人の投票内容を確認することができないこと

という条件を確保できるシステム・サービスを利用する限りにおいて、バーチャル組合総会においても無記名投票による役員選挙を
実施することができると解される。

（参考）役員選出方法の違いによる選出候補(被選挙人)絞込の可否について

ガイド

役員選出方法 選出候補対象者（被選挙人）
❶立候補・推薦制 and 無記名投票 →   立候補者・推薦者（リスト絞込可）
❷無記名投票 →   役員被選挙権者全員（リスト絞込不可）
❸無記名投票 or 指名推選 →   役員被選挙権者全員（リスト絞込不可）
❹選任制（無記名投票方式＋α or 通常採決方式※） →   上程議案候補者を一括審議（リスト絞込可）

※定款の定めにより、従来は「無記名投票方式+α」のみ = 通常の議決権行使と同じ「通常採決方式」にするためには定款変更が必要

★投票を実施する場合、選出候補を
絞り込める方法が適している
➍選任制（通常採決方式）又は
➊立候補・推薦制への変更がよい!?



役員の選出とバーチャル出席対応について

上記のとおり、役員の選出をバーチャル出席対応で行う場合、有効に実施可能なシステム・サービスの存在・利用が重要になります。
もしくは、システム・サービスに合わせて役員選出をする方法の変更という選択もあります。
この機会に、現在の組合の実情に合った役員選出方法について、今一度考えてみることをオススメします。

完全に会議システムのみで役員選出を行う方法は、「選任制（無記名投票原則によらない通常採決方式）」が該当します。
●従来、選任制をとっていた組合 → 「新」の規定に定款変更し、「役員選任規約」の関連規定の改定を行うことで実施可能に
●従来、他の選挙制をとっていた組合 → 「新」の規定に定款変更し、「役員選任規約」を制定することで実施可能に

新 旧

役員の
選任

（役員の選任）
第33条 役員の選任は、総会の議決による。
２ 前項の議決は、推薦会議において推薦された者（以下「候補者」

という。）について行う。
３ 推薦会議は、別表に掲げる地域ごとに同表に掲げる人数の推薦

委員をもって構成する。
４ 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして

当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する。
５ 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半

数が出席し、その３分の２以上の多数の賛成がなければならない｡

（なし）

６ ２人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第１項の
議決は、候補者を区分して行ってはならない。

７ 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定
める｡

（役員の選任）
第33条 役員の選任は、総会の議決による。
２ 前項の議決は、推薦会議において推薦された者（以下「候補者」

という。）について行う。
３ 推薦会議は、別表に掲げる地域ごとに同表に掲げる人数の推薦

委員をもって構成する。
４ 推薦委員は、前項の地域に属する組合員を代表するものとして

当該地域に属する組合員の過半数の承認を得て選出する。
５ 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半

数が出席し、その３分の２以上の多数の賛成がなければならない｡
６ 第１項の議決は、無記名投票によって行う。ただし、総会において

出席者の議決権の３分の２以上の多数による議決により投票以外
の方法を定めた場合はその方法による。

７ ２人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第１項の
議決は、候補者を区分して行ってはならない。

８ 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定
める｡

point



（参考）役員の選出方法について
①役員の選挙 原則・・・総会において１組合員１票の無記名投票（定款に規定）（中協法35条８、９項）

→採用する方法についても定款に具体的に規定しなければならない。 ＊法律上、定足数の定めはない（定款で定め可）

②役員の選出方法
１）選挙制【選挙権の行使】：候補者制（立候補制・推薦制）、直接投票制（単記式・連記式）
２）指名推選制【選挙権の行使】（中協法35条10～12項）
３）選任制【議決権の行使】（中協法35条13項） ＊協業組合はこれまで実施不可だったが、R3実務指針により実施可能に

■指名推選制と選任制の違い

指名
推選制

＜必要事項と手順＞
①定款の定め
②出席者全員の同意 「指名推選の方法により選出すること」かつ「被指名人を当選人とすること」

⇒１人でも異議があれば、無記名投票で実施しなければならない。【バーチャル出席者：無記名投票システム・サービス】
③選考委員会による選任【バーチャル出席者：別室機能】

＜留意事項＞
・区分の禁止：被指名人を区分して議場に諮ることは許されない。

理事の被指名人、監事の被指名人のように、理事と監事で分けることは可能。
しかし、それぞれ理事の被指名人、監事の被指名人を一括して議場に諮る必要がある。

・出席者全員の同意対象範囲：書面出席者は含まれないことが実務指針において明確化

選任制

＜必要事項と手順＞
①定款の定め
②役員候補者の選定（地域、業種、規模等、組合の実態に即して定めた選出母体から選出された推薦委員によって構成される

「推薦会議」で選定した結果を、総会提出議案として理事会で決定し、総会に上程する）
③総会出席者の過半数賛成（普通議決）

－ 出席者の２／３以上の同意があれば挙手・起立等での採決が可能（同意を得られない場合：無記名投票の採決で実施）
→ 実務指針により、定款変更をすれば、「無記名投票によらない通常採決方式」が可能となる改正がなされた

（その旨の選任規約の整備も要する）

＜留意事項＞
・選挙制との併用禁止 ・推薦会議においてバーチャル出席可（書面・代理議決不可）



進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点
役員選出
（指名推選）

選考委員会、
中断・休憩

再 開

議 長

担当理事

議 長

議 長

議 長

議 長

議 長

議 長

選考委員長
議 長

議 長
理事・監事
議 長

第○号議案 役員の選挙を行います。
本総会の終結時をもって全役員が任期満了となりますので、本日役員改選を行います。選出方法等につきましては、
●●理事より説明いたします。
本日選出いたしますのは、定款第○条の規定に基づき、理事○名、監事○名です。
また、本組合の役員の選出方法は定款第○条の規定によって連記式無記名投票による選挙となっており、出席者全員
の同意があれば指名推選の方法で実施できることになっております。例年と同様、指名推選の方法を採用させていただきた
いと存じます。
役員の選出方法について●●理事から説明がありました指名推選の方法で執り行うことにご異議ございませんでしょうか。
Web出席者で異議がある場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議がなければ）
全員異議がないようですので、指名推選の方法によって執り行います。
次に役員候補者を推選いただく選考委員の選出は、ご異議がなければ議長より指名させていただいてよろしいでしょうか。
Web出席者で異議がある場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議がなければ）
ご異議がないようですので、私から指名いたします。
（選考委員の名前を読み上げる）
以上の○名の方々に選考委員をお願いいたします。

選考委員の方々は、選考委員会を開催いたします。別室（別画面）において役員候補者の選考をお願いいたします。
なお、選考委員会の間、総会は○分間休憩し、再開は○時○分といたします。

（総会は一時休憩となる。選考委員は別室（別画面）の選考委員会において、選考委員長を互選で決め、委員長を
中心に選考に入る。）

（再開時間である○時○分になると）
再開いたします。選考委員長より役員候補者の選考結果の報告をお願いいたします。
ただいま選考委員会で慎重に審議いたしました結果、次の方々を役員候補者として推選いたしました。
（理事と監事、それぞれ推選した者の氏名を読み上げる。）
ただいま選考委員長より報告がありました方々を理事、監事の選出についてご異議ございませんか。
Web出席者で異議がある場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議があれば）無記名投票に移行
（異議がなければ）
出席者全員の同意を得ましたので、理事と監事が決定いたしました。
なお、以上の方々は○○年○○月○○日（本総会終結時）付で○年間の就任について、ご承諾をお願いいたしたいと
存じます。お名前を順に読み上げますので、Web出席者の場合のご承諾の折は、このように挙手をお願いいたします。
（選出された理事、監事全員が承諾の挙手をする）
全員から就任の承諾をいただきました。ありがとうございます。

議長は選挙において
任意の存在であるため、
進行役は選挙規約に
基づいて務めること

チャット：確認

チャット：確認

別室機能を利用
（選挙規約にその旨の
定めがない場合、適宜、
選考委員会を開催）

チャット：確認

画面：
リアル挙手動作を示す
画面：
リアル挙手を確認

（※）役員選出があり、指名推選で実施する場合
●議事運営要領例（役員選出：指名推選） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示



●議事運営要領例（役員選出：投票制） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示
（※）役員選出があり、無記名投票で実施する場合

進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点
投票制

選挙運営

議 長

担当理事

議 長

議 長

議 長

選挙管理人

出席組合員
・代理人

選挙管理人

選挙立会人
選挙管理人

議 長

理事・監事
議 長

第○号議案 役員の選挙を行います。
本総会の終結時をもって全役員が任期満了となりますので、本日役員改選を行います。
選出方法等につきましては、●●理事より説明いたします。
本日選出いたしますのは、定款第○条の規定に基づき、理事○名、監事○名です。
また、本組合の役員の選出方法は定款第○条の規定によって連記式無記名投票による選挙で行うこととなっております。
それでは、ここで役員選挙規約に基づき、選挙管理人と立会人を選任いたします。
ご異議がなければ選挙管理人と立会人を議長より指名してさせていただいてもよろしいでしょうか。
Web出席者で異議がある場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議がなければ）
ご異議がないようですので、私から指名いたします。
（選挙管理人と選挙立会人の名前を読み上げる）
以上、選挙管理人○名、選挙立会人○名の方々にその任をお願いいたします。
ここからの選挙運営は、選挙管理人の方々にお願いいたします。

（挨拶し、無記名投票システム・サービスを活用した実施説明を行う）
（選挙立会人の面前において、組合員に投票用紙を交付する）
それでは今から出席者に投票用紙を交付します。Web出席者には電子投票用紙（パスワード付アドレス、専用ＱＲコード
等）を○○にて交付します。投票用紙に投票したい被選挙人の欄に印をつけて投票を行ってください。
印をつけられる数は理事○個、監事○個までになります。投票にあたっては、求められた以外一切の記載はお止めください。
（リアルもWebも投票入力シートに投票したい被選挙人欄に自ら印を入力し、投票する）
（一定程度、時間を置く）
（出席組合員等の投票完了を確認した後、選挙立会人の意見を聴く）
投票が完了しました。選挙立会人におかれてはご意見ございますでしょうか。
Web出席者でご意見がある場合はマイクのミュートを解除してご発言ください。
（特に意見がなければ）
これをもって投票を終了といたします。
（組合員に交付した投票用紙の数に誤りがないことを選挙立会人の確認を得る）
これより、開票を行います。
（選挙立会人が立会い、選挙管理人が投票箱を開き、被選挙人ごとに得票数を計算する）
（開票が終了したら、議長に報告する）

開票の結果、○○となりました。選挙管理人、選挙立会人の皆様ありがとうございました。
選挙の結果、選出された方々は○○年○○月○○日（本総会終結時）付で○年間の就任についてご承諾をお願いいた
したいと存じます。お名前を順に読み上げますので、Web出席者の場合のご承諾の折は、このように挙手をお願いいたします。
（選出された理事、監事全員が承諾の挙手をする）
全員から就任の承諾をいただきました。ありがとうございます。

議長は選挙において
任意の存在であるため、
進行役は選挙規約に
基づいて務めること

チャット：確認

システム：
電子投票用紙交付

システム：
集計結果を確認

画面：
リアル挙手を確認



進行項目 発言者 発言内容（要領） 注意点

最終議案
（字句修正承認）

接続状況確認
・閉会

議 長

議 長

司 会 者

第○号議案 字句の一部修正委任の件につきましては、本日決定いたしました総会決議の趣旨に反しない
字句の修正を理事長に一任したいと思いますが、ご異議ございませんか。
Web出席者で反対される場合は、チャット機能に「異議あり」と入力してください。
（異議がなければ）
総会決議の趣旨に反しない字句の修正を理事長に一任することに決定いたしました。
（議長退任の挨拶を簡単に行う。）

本日のWeb出席者の方々は、終始異状なく議案全部の審議に参加することができましたでしょうか。
支障のない範囲で聞こえていた方は合図があるまでこのように画面に向かって挙手をお願いいたします。
（全体確認したうえで）
ご協力ありがとうございます。

以上をもちまして本日の通常総会の議案は全て終了いたしました。
これをもちまして、閉会いたします。長時間にわたり、ご協力ありがとうございました。

チャット確認

画面：
リアル挙手動作を示す

画面：
リアル挙手を確認

６）閉会時の総会議事運営等に関する状況確認・報告

閉会時、総会にバーチャル出席をする組合員がいた場合には
• 総会中の議事運営・議案等の審議に関する状況報告を行うこと
• 関連システムの稼働状況や異状が生じた場合の審議等への影響の有無を確認し、報告すること

ガイド

●議事運営要領例（４） ※ＷＥＢ対応部分を青字表示



⑤ 総会終了後

１）役付理事を選定するためのバーチャル理事会の開催

総会を開催した当日、総会終了後に役付理事選定のための理事会を開催するにあたっては、
以下の要件が必要となります。

理事全員（新任の理事を含む）に招集手続省略の同意を得ること
※業務監査権限を監事に付与している組合では監事全員の同意も必要

理事会の定足数（理事の過半数の本人出席）を満たすこと

ハイブリッド型バーチャル総会では、バーチャル出席している理事はそのまま総会の特設ページ
に留まり、リアル出席の理事と双方ともに出席の状態で、ハイブリッド型バーチャル理事会を
開催するなどの工夫が求められます。

ガイドp.20、p.37～

• 招集手続省略の不同意 要件×
• 定足数（理事の過半数 要件×

の本人出席なし）
↓

後日改めて、役付理事を選定する
ための理事会を開催する必要あり

【総会閉会後に、招集手続の省略の同意を得て、役決め理事会を開催する場合の対応例】（※招集手続省略のため、追加参加は不可）
①ミーティングの終了はクリックせずに、理事会出席者以外の退出を促す

or
②「別室機能」で理事会出席者を割り当てる

要件
１

要件
２



第○回理事会議事録

１．招集年月日 理事・監事全員の同意による招集手続の省略

２．開催日時及び場所【※1】

（１）開催日時 令和○年○月○○日 午前（午後）○○時○○分

（２）開催場所 ○○会館「○○ホール」

東京都○○区○○○……

３．理事の数、出席理事の数並びにその出席方法及び氏名

（１）理事総数 ○人

（２）出席理事数 本人出席：○人（うち、Web出席：○人）

（３）出席理事氏名 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○……

４．監事の数、出席監事の数並びにその出席方法及び氏名【※2】

（１）監事総数 ○人

（２）出席監事数 本人出席：○人（うち、Web出席：○人）

（３）出席監事氏名 ○○○○ ○○○○……

５．議長の氏名 ○○○○

６．決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 ○○○○

７．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

理事の出席状況が確認され、定款の規定により理事長○○○○が議長に就任し、本理事会はWeb会議システムを活用して開催する旨宣言した。

本組合が利用するWebテレビ会議システムは、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる

状態となっていることが確認され、議案の審議に入った。

第１号議案 役付理事の選定について【※ 】
互選の結果、以下のとおりとなった。 代表理事 ●●●●、副理事長 ●●●●、・・・

以上により、本日のWeb会議システムを用いた理事会は終始異状なく議案の全部の審議を終了したので、議長は午前（午後）○時○分閉会を宣した。本理事会の議事の

審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、出席理事及び出席監事【※2】は、次に記名押印する。

○○協同組合

議長理事 ○○○○ 印

出席理事 ○○○○ 印

出席監事 ○○○○ 印【※2】

（総会と同日に行う理事会議事録の作成例）

【※1】開催場所には招集通知に記載した開催場所、議長の存する場所等を記載すること
バーチャルオンリー型理事会の場合の記載例は以下のとおり

２．開催日時及び方法
（１）開催日時 令和○年○月○○日 午前（午後）○○時○○分

（２）開催方法 Web会議システムによる

【※2】監事が出席している場合

【※3】バーチャルオンリー型組合総会の開催を決定する理事会の記載例は以下のとおり
第１号議案 第○回通常総会の開催日時及び方法について

総会の開催日時及び開催方法について、○○専務理事より説明があった。
さらに今回はWeb会議方式によるバーチャルオンリー型総会とすることとし、
総会招集通知案及びバーチャル出席案内書案が示された。
議長が議場に諮ったところ、全員の理事が賛成し可決決定した。

ガイド

【注意】理事会の途中で通信障害が発生し、意思疎通が図ることができなくなった場合の扱い
情報伝達の「双方向性」と「即時性」が認められない以上、当該理事はもはや当該理事会に出席しているとはいえず、
当該理事会の決議は無効になる可能性があります。
そのため、通信障害の解消を待つか、機材を変更するなどして改善を図ってください。
状況の改善がみられない場合には、原則として理事会を改めて開催することが望ましいとされています。

実務指針
総会と扱い
に違い有

ＷＥＢ出席対応：青文字

ハイブリッド型、業務監査権限付与監事がいる組合の場合

総会同日に開催するための要件１

総会同日に開催するための要件２：過半数出席



第○回通常総会議事録

１．招集年月日 令和○年○月○○日

２．開催日時及び場所【※1】

（１）開催日時 令和○年○月○○日 午前（午後）○○時○○分

（２）開催場所 ○○会館「○○ホール」

東京都○○区○○○……

３．組合員数及び出席者数並びに出席方法

（１）組合員総数 ○人

（２）出席組合員数 本人出席：○人（うち、Ｗｅｂ出席：○人）【※2】【※3】

委任状出席：○人

書面出席：○人

４．理事の数、出席理事の数並びにその出席方法及び氏名

（１）理事総数 ○人

（２）出席理事数 本人出席：○人（うち、Ｗｅｂ出席：○人）

（３）出席理事氏名 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○……

５．監事の数、出席監事の数並びにその出席方法及び氏名

（１）監事総数 ○人

（２）出席監事数 本人出席：○人（うち、Ｗｅｂ出席：○人）

（３）出席監事氏名 ○○○○ ○○○○……

６．議長の氏名 ○○○○

７．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 ○○○○

８．議事の経過の要領及び議案別議決の結果

定刻に至り、（氏名）が司会者となり、組合員総数及び出席者数を報告、定款規定の定足数を満たしており、本総会の成立を宣した。

また、本総会において、一部の組合員が当組合指定のＷｅｂサイトにログインする方法で参加しているところ、関連するシステムが特段の支障なく稼働していること

が確認された。

～中略～

以上で、本日のバーチャル出席を含めた出席者は、終始異状なく議案の全部の審議に参加することができ、すべての議案等の審議を終了し、○○時○○分に閉会した。

２）総会議事録の作成 ガイド

【※1】バーチャルオンリー型組合総会の場合の記載例は以下のとおり
２．開催日時及び方法
（１）開催日時 令和○年○月○○日 午前（午後）○○時○○分
（２）開催方法 Web会議システムによる

【※2】議案ごとに権利行使者の出席状況（方法・数）に変動が生じた場合、
その状況に応じて記載すること（８．への記載でも可）。

【※3】内数表記ではなく、内訳数の記載例は以下のとおり。
本人出席：○人（来場出席：○人、Web出席：○人）

第●号議案～第●号議案 本人出席 10人（うち、Web出席：５人）
委任状出席５人（来場出席のみ）
書面出席 ５人

第●号議案（役員選出） 本人出席 ５人（来場出席のみ）
委任状出席５人（来場出席のみ）
書面出席 10人

ＷＥＢ出席対応：青文字ハイブリッド型の例



当日のバーチャル
出席を認めるか？

これまでどおり
リアル型で実施

バーチャルオンリー型
総会を導入したいか？

ハイブリッド型
リアル型で実施

バーチャルオンリー型
ハイブリッド型
リアル型で実施

総会の「場所」に関する
定款規定の確認を行い、
定款変更の認可手続き
を実施

・ルールの見直し検討、システム環境・機材環境の整備を実施
・状況に応じ、定款、規約や規程の改定等の手続きを実施

ガイド

３．前提となる環境整備等への対応について ガイド

■制度改正の対応が必要かを確認するためのフロー図

どのような総会運営を行いたいかを、組合内で協議することが重要！！



対応項目 対応内容（概要）
法律に拠らない
ルール・規則

法律上の諸規定
定 款 規 約 規 程

検討、整備 変更 制定、改定 制定、改定
バーチャルオンリー型総会の導入
是非等

・バーチャルオンリー型総会を導入するかどうか
・バーチャル出席を採用するかどうか ◎

通信障害対策 ・通信障害を発生させないための対策
・通信障害が生じた際の対応 ○ △明確化

情報セキュリティ対策 情報セキュリティリスクを発生させないための対策 ○ △明確化

組合・組合員等の出席環境整備 当事者のシステム環境、機材環境、通信環境の整備 ○ △明確化

組合・組合員等への情報提供 当事者への十分な情報提供・周知 ○

システム・サービスの選択 適法開催に必要なシステム・サービスの選択・申込等 ○ △明確化

組合員への権利・行為制限ルー
ルの設定

総会において組合員の権利や行為に制限を加える場合
の対応 ○

○定款付与の権利
制限（代理権、
緊急議案）

△行為制限（質問）

開催形態（場所の有無）の決
定プロセス

開催形態の決定は理事会で実施するが、そのプロセスを
より明確化したい場合の対応 ○ △明確化 △明確化

招集手続
・招集通知の内容（ID/PW/URLの提供方法等）
・招集スケジュールの検討
・事前登録制への対応

○
○「場所を定めない
総会」規定の追加

○招集期間
○電磁的方法

△明確化
（ID/PW/URL提供
方法、事前登録制）
○電磁的方法導入

バーチャル組合総会開催に関するルール整備等の対応表

制度改正への
対応必要度

◎：絶対的必要項目（制度改正にあたり、絶対に対応が必要なもの）
○：相対的必要項目（当該項目に対応・変更する場合に必要となるもの）
△：任意項目（組合で定めた方がよいと思う場合に対応するもの）

フロー図での確認だけでもやってほしい
すべての組合における要検討事項

ガイド

規定として定めるかどうか

↑対応項目を実施するために検討が必要なこと

法律が求める諸規定（定款、規約、規程）とともに、法律に拠らないルールや規則等の検討・整備が必要になります。
ルール面



対応項目 対応内容（概要）
法律に拠らない
ルール・規則

法律上の諸規定
定 款 規 約 規 程

検討、整備 変更 制定、改定 制定、改定

本人確認方法
・ID/PW/URLの提供方法と連動した受付方法
・画面表示
・なりすまし対策
・出席者数のカウント方法（本人、代理人）

○ △明確化

円滑な議事運営

・議長の選任方法
・議長－司会－事務局間の情報共有方法
・円滑な議事運営方法（丁寧な進行、画面共有）
・質問方法
・通信障害が生じた際の対応

○ △明確化 △明確化

組合員への権利・行為制限
ルールの設定

・総会において組合員の権利や行為に制限を加える
場合の対応 ○

○定款付与の権利制
限（代理権、緊急
議案）

△明確化
（質問制限）

議決権行使方法
・定足数の確認
・有効な議決権数の確認方法、審議方法、採決方法
・本人、代理人、書面による各カウント

○ △明確化

選挙制（選挙権の行使）
・無記名投票を担保する方法
・指名推選の実施方法
・被選挙人名簿の作成プロセス ○

○選任制への変更
○立候補制・推薦制

への変更

○電子投票を可能とする
規定

○立候補制・推薦制
への変更

選任制（議決権の行使）
・選任制の採用
・無記名投票を行う原則から通常の議決権行使の採決
方法による賛否確認の取扱いへの対応

○選任制への変更
○無記名投票採決

からの切替え

○選任制への変更
○無記名投票採決

からの切替え
役員による説明義務等への
対応

・説明を求められた際の対応手順
・監事による意見陳述、調査結果報告への対応 ○ △明確化

総会の議事録 ・バーチャルオンリー型総会を開催する場合の対応 ○ ○議事録の記載事項



全国中央会では、実務指針に示された記述に関する「中小企業組合定款参考例」の改訂を令和3年7月30日付で行いました。
１．「中小企業等協同組合法施行規則」並びに「中小企業団体の組織に関する法律施行規則」の改正（令和３年５月14日施行）に伴う

中小企業組合についてバーチャルオンリー型組合総会及び理事会を開催可能にするための規定の追加

２．「バーチャル組合総会／理事会開催に関する実務指針」の策定に伴う諸規定の見直し
（１）ハイブリッド型バーチャル総会における代理権又は緊急議案手続の制限に関する対応
（２）バーチャル総会実務の円滑な運営を行うための手続許容に関する対応（選任制の通常採決方式の導入、協業組合の選任制許容）

等

新 旧

招集の
手続

第41条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、
会議の目的となる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該
総会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない組合員が
当該総会に出席する方法を含む。）又は開催の方法（当該総会
の場所を定めない場合に限り、組合員が当該総会に出席するため
に必要な事項を含む。）を記載した書面を各組合員に発してする
ものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、
事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

2～7 （略）

第41条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、
会議の目的となる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載
した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の
招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を
併せて提供するものとする。

2～7 （略）

総会の
議事録

第48条 （略）
2 前項の議事録にには、次に掲げる事項を記載するものとする。
（1） （略）
（2）開催日時及び場所（総会の場所を定めた場合に限る。）

又は開催の方法（総会の場所を定めなかった場合に限る。）
（3）～（11） （略）

第48条 （略）
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
（1） （略）
（2）開催日時及び場所

（3）～（11） （略）

＊バーチャルオンリー型総会導入のための定款変更例 ガイド



新 旧

理事会
の議長
及び
議事録

第 条 （略）
（略）
前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

（ ）招集年月日
（ ）開催日時及び場所（理事会の場所を定めた場合に限

る。）又は開催の方法（理事会の場所を定めなかった
場合に限る。）

（ ）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席
方法

（ ）～（ ） （略）
（略）

第 条 （略）
（略）
前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

（ ）招集年月日
（ ）開催日時及び場所

（ ）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席
方法

（ ）～（ ） （略）
（略）

＊バーチャルオンリー型理事会導入のための定款変更例 ガイド

※従前からテレビ会議方式のみでの理事会を開催することができるとされていました。
しかし、今般の改正省令の施行により、これまで可能とされてきたテレビ会議方式のみでの理事会は、議長の存する場所等を「開催場所」として設定されて
いたことから、「場所」を定めた理事会とテレビ会議方式による理事会を併用した「ハイブリッド型バーチャル理事会」と整理されました。

なお、実務指針において、定款に理事会の「場所」に関する規定がある組合が、バーチャルオンリー型理事会を実施するためには、上記のとおり、定款変更
を行うことが必要であるとされましたので注意が必要です。

＊「選任制（無記名投票によらない通常採決方式）」への定款変更例 → スライド41

＊ バーチャル出席による役員選挙規約の制定例 → ガイド

＊ 電磁的方法による招集手続に関する規約制定例 → スライド26



定款の主な点検項目

■ 定款－通常総会手続チェック表
自分達のルールを点検・再認識し、必要に応じて、環境やルールの整備・改善を！

点検
Check

検討
Think

改善
Act

主な手順 主な手続き チェックポイント（該当するものに○） 定款例条項 中協法条項

監事による監査の実施 監事の監査権限 ■業務監査権限の有無： 有 ／ 無 31条 36条の3 4項

総会開催や提出議案等
を決議するための
理事会の開催
（役決め時も同様）

招集手続の省略
■同意の意思表示対象： 理事全員 ／ 理事・監事全員

（定款規定がなくても手続可能。但し、書面の権利行使を行う場合には注意）
50条2項 36条の6 6項

みなし理事会の
実施

■規定自体の存在： 有 ／ 無
■同意確認方法： 書面 ／ 電磁的記録

51条4項 36条の6 4項

開催形態
■場所の定め： 場所の記載のみ ／ 開催方法の記載あり

（リアルorハイブリッド）（バーチャルオンリー対応可）
53条 施行規則66条

通常総会の開催 開催時期 ■毎事業年度終了後： ３ヵ月以内 ／ ２ヵ月以内 40条2項 46条

招集の手続
■招集通知到達日： 10日前 ／ その他設定→ 日前
■電磁的方法規定： 有 ／ 無 ※有の場合 → 規約の定め： 有 ／ 無

41条 49条1項

開催形態
■場所の定め： 場所の記載のみ ／ 開催方法の記載あり

（リアルorハイブリッド）（バーチャルオンリー対応可）

41条（招集の手続）
48条（総会の議事録）

46条
施行規則139条

書面又は代理に
よる権利の行使

■規定自体の存在： 有 ／ 無
■本人が総会当日に出席できない場合の議決権行使方法：

書面 ／ 電磁的方法 ／ 代理人（委任）
■本人が総会当日に出席できない場合の選挙権行使方法：

書面 ／ 代理人（委任）

43条 11条2項

議長の選出 ■議長選出対象： 総会に出席した出席組合員の中から ／ 組合員を問わず 45条 52条

代理の受任範囲
■受任可能者： 組合員の親族or常用雇用者、他の組合員

／ その他設定→
■受任可能人数： ４人 ／ その他設定→

43条
11条2項
11条5項

議事の定足数 ■総組合員数の半数以上 ／ その他設定→ 44条 53条（特別議決）

役員の選出方法
■投票： 単記式 ／ 連記式 ■指名推選： 有 ／ 無
■立候補制・推選制： 有（事前 / 当日） ／ 無
■選任制： 有（無記名投票原則 / 通常採決方式） ／ 無

33条 35条



バーチャル出席環境面

対応項目 対応内容（注意点）

システム環境 ・情報伝達の「即時性」と「双方向性」が実現可能な会議システム（TV会議システム、Web会議システム、電話会議システム）
・サービスの利用環境の整備

・無記名投票を担保するシステム・サービス（投票制）の利用環境の整備

※事前の申込・契約が必要となるシステム・サービスもある。
※無記名投票が必要な場面で利用可能環境にない場合、バーチャル出席者の選挙権を制限することはできないため、リアル総会や

環境が整った状況での選挙の再実施が必要になる。

機材環境 TV会議
システム

〔会議室等に専用機器や回線を設置して音声や映像を送受信して会議を行う仕様〕

専用機器、接続用回線、テレビモニター など

Web会議
システム

〔通信用端末・インターネット回線を用い、画面を通して音声や映像を送受信して会議を行う仕様〕

WebブラウザがあるPC等の端末（カメラ・マイク・スピーカー機能がない機器の場合→別途用意）、インターネット回線 など

電話会議
システム

〔システム提供者指定の番号に参加者が電話をかけて音声のみで会議を行う仕様〕（主に代替手段として）

電話端末、電話回線

参加型用
〔この場合、「即時性」と「双方向性」の両立は不要〕

ビデオカメラ、スクリーン、プロジェクタ など

緊急時対応
用

〔何かあった際の問合せ窓口〕

電話機、携帯電話（番号）

通信環境 ・バーチャル出席者数に応じ、常に画面表示をした状態で安定的に通信を維持できる環境（Wi-Fi環境、通信速度等）の準備、
通信障害発生時のインターネット接続の代替手段

・情報セキュリティ対策
・その他、合理的な範囲において導入可能な通信障害対策

主に「システム環境」「機材環境」「通信環境」

ガイド

ガイド



Web会議システム ： Zoom

無記名投票サービス ： e投票

（参考）利用が想定されるシステム・サービス例



会議システム ： Zoom

◎ブレイクアウトルーム機能（相談、選挙管理運営、総会同日の理事会等に資する）

○１画面２５人表示可能（他のシステム・サービスより比較的確認しやすい。

条件を満たせば４９人の表示も可能だが、視認性は落ちる。）

○待機室機能（部外者の入室を防ぐことができる）

○簡易に利用しやすい（機能的な不足は工夫次第）

△共通ＩＤ・ＰＷ等（ログインをもって本人確認を完結できない。工夫が必要）

△制度よりも先行浸透（制度と機能が必ずしもマッチしているわけではない）

△セキュリティ面（改善中）

△投票機能（アンケート形式。匿名性は担保できるが、代理権への対応困難。）



◎無記名投票機能（投票者の投票内容は誰も見ることができず、投票者の秘密が守られる。）

※唯一、システム上の適法性担保が確認できている。ビジネス特許取得。

但し、今後、未確認サービスの発見、新サービスの登場などの余地が有。

◎１人１票機能（組合員ごとに認証ＩＤやパスワード付アドレスを付与し、自分だけの専用画面

で選挙投票ができる。投票状況の管理やリマインド通知も可能。）

◎代理権対応可（受任者に対して本人分と代理分の必要数の投票手続が可能。）

△システム上で適法性の担保実現が可能である分、他のサービスよりもコスト高。

△選挙は、総会当日に、理事と監事の投票を分けて行う必要がある。

△組合制度に100％順応したサービスではないため、選択しながらの使用となる。

（実際に利用する現行メニュー ⇒ 『労働組合（共済組合）シリーズ』）

○組合員数が多い場合には、議決権行使の採決に使用可能（組合活用例あり）。

○アンケートとして、組合事業に活かせる機能もある。

無記名投票サービス ： e投票



EX.選挙権の行使

※必ずしも中小企業組合制度と一致したネーミングになっていないが、機能が満たされていれば割り切って使用すること。
労働組合（共済組合）シリーズ

無記名投票（選挙制、選任制、議事採決）が可能なサービスです
一般的な採決方法：挙手、起立、投票

記名 or 無記名

投票権者１名に対して個別のワンタイムパスワード
が付与される（受任している場合は別途設定）

原則、無記名投票



これまでどおり
リアル型で実施

バーチャルオンリー型
総会を導入したいか？

ハイブリッド型
リアル型で実施

バーチャルオンリー型
ハイブリッド型
リアル型で実施

総会の「場所」に関する
定款規定の確認を行い、
定款変更の認可手続き
を実施

・ルールの見直し検討、システム環境・機材環境の整備を実施
・状況に応じ、定款、規約や規程の改定等の手続きを実施

ガイド

再掲

そーいえば、
前に急遽、
臨時総会を
開催する

必要あった

あくまでも選択肢
の１つだけど、
備えておこうか

やっぱり
組合は、
集まるの
が基本！

来場したい
組合員には

「場所」を、
来場できない
組合員には
「手段」を
与えたい

当日のバーチャル
出席を認めるか？

この機会に、できることから！

まずは組合内でご確認を！！ ルール見直し等にあたっては、中央会にご相談ください！


